
第６３号議案 

 

   東京都台東区子どもの医療費の助成に関する条例の一部を

改正する条例 

 

 上記の議案を提出する。 

 

  令和４年９月１２日 

 

提出者 東京都台東区長  服  部  征  夫 

 

（提案理由） 

 この案は、医療費助成の対象者を拡大するため提出します。 



   東京都台東区子どもの医療費の助成に関する条例の一部を

改正する条例 

 

 東京都台東区子どもの医療費の助成に関する条例（平成４年１

２月台東区条例第４３号）の一部を次のように改正する。 

 第１条中「かかる」を「係る」に改める。 

 第２条及び第３条を次のように改める。 

（定 義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、そ

れぞれ当該各号に定めるところによる。 

 (１) 子ども 出生の日から１８歳に達する日以後の最初の３

月３１日までの間にある者（高齢者の医療の確保に関する法

律（昭和５７年法律第８０号）第７条第１項に規定する医療

保険各法（以下「医療保険各法」という。）の規定による被保

険者、組合員若しくは加入者（以下「被保険者等」という。）

又はこれらの被扶養者に限る。）をいう。 

 (２) 保護者 次のいずれかに該当する者をいう。 

  ア 子どもを監護し、かつ、これと生計を同じくするその父

又は母 

  イ 父又は母に監護されず、又はこれと生計を同じくしない

子どもを監護し、かつ、その生計を維持する者 

２ 前項第２号アの場合において、父及び母がともに当該父及び

母の子である子どもを監護し、かつ、これと生計を同じくする

ときは、当該子どもは、当該父又は母のうちいずれか当該子ど

もの生計を維持する程度の高い者によって監護され、かつ、こ



れと生計を同じくするものとみなす。 

３ この条例にいう「父」には、母が子どもを懐胎した当時婚姻

の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情

にあった者を含むものとする。 

（対象者） 

第３条 この条例により医療費の助成を受けることができる者は、

次の各号のいずれかに該当するものとする。 

 (１) 次のいずれにも該当する保護者（以下「１号対象者」と

いう。） 

  ア その監護する子どもが、台東区内（以下「区内」という。）

に住所（住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）に規

定する住民基本台帳に記録されている住所をいう。以下同

じ。）を有する者であること。 

  イ その監護する子どもが、生活保護法（昭和２５年法律第

１４４号）の規定による保護を受けていない者であること。 

  ウ その監護する子どもが、台東区規則（以下「規則」とい

う。）で定める施設に入所していない者であること。 

  エ その監護する子どもが、児童福祉法（昭和２２年法律第

１６４号）第６条の３第８項に規定する小規模住居型児童

養育事業を行う者又は同法第６条の４に規定する里親に委

託されていない者であること。 

 (２) 次のいずれにも該当する子ども（以下「２号対象者」と

いう。） 

  ア １５歳に達する日の翌日以後の最初の４月１日から１８

歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある者で



あること。 

  イ 区内に住所を有する者であること。 

  ウ 自ら生計を維持する者であること。 

  エ 生活保護法の規定による保護を受けていない者であるこ

と。 

 第４条第１項中「対象者」を「者」に、「区長」を「東京都台東

区長（以下「区長」という。）」に改め、同条第２項中「かかる」を

「係る」に、「対象者」を「１号対象者又は２号対象者」に改める。 

 第５条中「対象者」を「者」に改める。 

 第６条第１項中「区」を「台東区」に、「受給者の保護する子ど

も」を「１号対象者の子ども又は２号対象者」に、「国民健康保険

法又は社会保険各法」を「医療保険各法」に、「子どもにかかる国

民健康保険法による世帯主又は社会保険各法」を「１号対象者の

子ども又は２号対象者に係る医療保険各法」に、「被保険者その他

これに準ずる者」を「被保険者等」に改める。 

   付 則 

１ この条例は、令和５年４月１日（以下「施行日」という。）か

ら施行する。ただし、この条例による改正後の東京都台東区子

どもの医療費の助成に関する条例（以下「新条例」という。）の

規定により助成の対象とすべき者についての認定手続きは、公

布の日から行うことができる。 

２ 新条例の規定は、施行日以後における療養に係る医療費の助

成について適用し、同日前に行われた療養に係る医療費の助成

については、なお従前の例による。 


